
滑川町こども計画
あふれる笑顔を育てよう
こどもの未来をつくるまち

ーこども・子育てファースト滑川ー

計画期間 令和８年度～令和11年度



滑川町の人口は、１５歳以上の年齢

区分で増加し続けていますが、１５歳

未満のこどもは減少しています。

持続可能なまちづくりには、こどもや

若者が、今もこれからもこの町に住み

たいと思える環境を地域全体で育む

ことが必要です。

だからこそ、こどもや若者の包括的な

「滑川町こども計画」が必要なのです。

「こども基本法」の精神を礎とし、こどもや若

者、子育て当事者の声に耳を傾け、具体的

な施策へと結びつけます。

令和５年４月に「こども基本法」が施行。子ども

の権利を主体として尊重し、その最善の利益

を第一に考える新しい理念が掲げられました。
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ウェルビーイング（well-being)：well（よい）とbeing（状

態）からなる言葉です。こども大綱では、全てのこども・若者

が、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態

(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会を「こども

まんなか社会」と位置付け、その実現を目指しています。
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3

将来像①すべてのこども・若者がウェルビーイングを実感できるまち



しかし、経済的な現実は厳しく、保護者の75.3％が「教育費に負担を感じ」、
73.0％が「食費を切り詰めた経験がある」と回答しています。
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小学５年生 中学２年生

将来像②すべてのこども・若者がが夢や希望を持ち成長できるまち

好評をいただいている「給食費無償化事業」や

満18歳まで「こども医療費支給事業」を継続し、
直接的な負担を軽減します。

経済的な理由でこどもの将来が左右されないよう、

学習支援や生活支援、相談体制を強化します。



●だれが対処しましたか（複数回答あり）

アンケートでは「子育てを支援する生活環境

の整備」は、満足度が低い一方、今後の重要

度は最も高い項目のひとつでした。
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将来像③すべての親が子育てに喜びや楽しさを感じ、安心できるまち

保護者の声 私たちの行動



こどもや若者からは、

安心して遊べる場

所や、買い物を楽し

める施設を望む声が

多く寄せられました。

保護者からは、子育

てにかかる費用負

担の軽減や生活環

境の整備を求める

声があがっています。

「こども110番の家」や地域の防犯

パトロールなど、住民、事業者、

行政が連携し、犯罪等からこども

を守る活動を推進します。

こどもたちが安全に遊べるよう

「公園遊具等の維持管理」を徹底

します。また、登下校時の安全を

守るため「交通安全対策」を強化

します。
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将来像④こども・若者の育ちを地域の力で支えるまち



小学生73.5％，中学生78.5％

小学生86.3％，中学生81.2％

・
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未就学児の保護者48.2％
小学生の保護者 50.5％

未就学児の保護者59.8％
小学生の保護者 55.2％
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福祉、保健、教育など庁内各部門が連携するとと

もに、地域の団体や住民一人ひとりと行政が協力

し、町全体で計画を推進します。

学識経験者、専門家、保護者、公募の住民などで

構成。専門的な知見と町民の幅広い意見を計画に

反映させます。

9



滑川町福祉課

滑川町マスコットキャラクター
ターナちゃん
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